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大手コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店の相談①

• アルバイトの相談。 （恵方巻き、ひな祭り、父の日、母の日、お中元、お歳暮、クリスマス
のケーキ・チキン、おせちなど）について、店長（正社員）がアルバイト全員に一人当たりの

、全員加入の させられる。

• 揚げ物などの 、一日当たりの させる。商品の廃棄は許さないと
して、 させられる。

• 深夜時間帯のシフトなのでアルバイトがノルマ達成を無理と主張すると
と言われる。

• 店長に問題を指摘したアルバイトは （週４日→週１日など）、退職に追い込まれる。

• ほかにも深夜の８時間シフトで、一人勤務のために休憩が一切取れないなどの労働基準法違反も。
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大手コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店の相談②

• 大学生アルバイト。クリスマスケーキや恵方巻きなど、店長が と勧めてくるの
で、売り上げに貢献したいという思いから、ほぼ毎回購入していた。

• アプリによる商品の受け取りサービスが始まり、アプリを登録して、500円以上の商品を自腹で月５
回以上購入するよう指示された。アプリ登録数、サービス実績によって売り上げや店舗の評価を上げ
るためであると考えられる。

。

• シフト外の残業代が払われない労働基準法違反もあった。

大手コンビニエンストアのフランチャイズ加盟店の相談③

• 大学1年生で初めてのアルバイト。働き始める際にオーナーから、クリスマスケーキや恵方巻きなど
の季節商品をアルバイトも買ってほしいと言われたが、一人暮らしのためいらないし、高い。

• と言われた。

地方大手スーパーの相談

• パートタイム労働者。ボジョレーヌーボー、うなぎ、クリスマスケーキ、おせちを一人一件購入する
よう指示があり、購入していないと上司から理由を聞かれる。

•
。
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大手回転寿司チェーン

• 大学生アルバイト。ノルマ達成や商品の廃棄を減らすため、 が自腹で商品を購入してお
り、それにならって他のアルバイトも購入することもあった。

• 廃棄の報告をする際に、 。

大手ファミリーレストランチェーン

• の相談。アルバイトによる注文ミス、料理の作り間違えが発生した際に、廃棄にさ
せず、「従食」（従業員が有料で自社商品の食事を食べること）として、実際には食べていないにも
かかわらず、月数千〜数万円程度の購入を行った。

• ミスがあったときに があった。

• 店長の指示により、残業代未払いや無給の休日出勤などの労働基準法違反も多く、法律遵守よりも、
売り上げやコスト削減の最優先が徹底されていた。相談者も、将来的に店長になるために受け入れざ
るを得ないと考えてしまっていた。
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